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バリュープラスキャンペーンとは

防水工法には大きく アスファルト系 シート系 塗膜系の３つに分か

れており、適用部位や納まり・求められる性能によって様々に使い分けら

れています。３つの工法は更に下地やグレード別によって複数の仕様に細

分化されますが、屋上に行う防水工法は一般的にほぼ全て１０年の漏水保

証要求されるため、それを満たす性能を最低限のグレードとして仕様が組

み立てられています。しかしながら、近年の環境問題の高まりや官庁が推

進する建物の超寿命化計画など、建物のライフサイクルを考慮しつつ、よ

り耐久性の高い工法の採用によって改修工事の回数を減少させる検討が活

発化しています。

「バリュープラス」とは、より耐久性の高い工法を採用する事によって

屋上防水の耐用年数を向上させ、将来の改修工事を減少させる事でライフ

サイクルコストとCO2を低減させる事が可能となります。

関東防水管理事業協同組合は、建物の超寿命化と環境対応化を促進する

ため、「バリュープラスキャンペーン」により既存の建物を防水改修する

建物主様に対して、補助金を交付する事業を本年度より実施する運びとな

りました。
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事業概要について

２

下記の条件を全て満たしている対象面積に適用し、１㎡につき
１，０００円を交付します。

（但し上限１５０万円とさせて頂きます。）

①関東防水管理事業協同組合 組合員の防水施工であること

②改修工事であること

③建物主様の申し込みであること（区分所有建物の場合は管理組合、もしく

は管理組合法人）

④ＲＣ造・Ｓ造・ＳＲＣ造・ＰＣａ造の建物であること

⑤対象面積が３０㎡以上であること、対象は平面部断熱材施工面積とする

⑥田島ルーフィング（株）の 防水工法

「ガムクール」「ポリマリット」

防水層の構成が２層仕様以上の仕様

「ビュートップ」

ビュートップＺ ビュートップＨ 免振ディスクのいずれかを採用

「シングル・ロフティー」

ロフティーを用いた仕様

※事前にキャンペーン対象仕様について必ず確認ください

⑦工事中・完了後の写真・ビデオ撮影ならびに写真・ビデオの使用について

の同意をお願いします。

⑧テレビ・雑誌・ホームページ等、メディアへの掲載についてご協力を

お願いします。

※予算枠に達し次第、打ち切りとさせて頂きます。ご了承ください。



申込みに必要な書類

○補助金申請時に必要な書類

《個人の場合》
・本人確認ができる書類のコピー（１部）
【対象となる書類】 いずれも申請時点で有効期間内のもの

①運転免許証（国際運転免許証は除く）
②日本国パスポート
③住民基本台帳カード（顔写真が掲載されているもの)

④外国人登録証明書
⑤身体障害者手帳
⑥療育手帳
⑦精神障害者保健福祉手帳
⑧健康保険証＋住民票（同一氏名のもの）

《管理組合法人・その他の法人の場合》
・商業登記の現在事項証明書

又は 履歴事項証明書のコピー（１部）

《法人でない管理組合・自治会の場合》

・現在の理事長などの管理者の選任に関する決議のある総会等
の議事録のコピーもしくはそれに準ずる書類のコピー（１部）
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補助金交付までの流れ

補助事業の問合せをする

防水施工者を関東防水管理事業協同
組合員として改修工事を発注する
（防水工事業者と工事契約する）
と補助金申請の申込みができる

補助金申請書を入手してサーモコント

ロール断熱改修推進事業補助金申請書
記入
①補助金申請書 必要書類の添付
②補助金振込口座
③同意事項記名捺印

必要書類が不足していないか確認後
組合員に提出する。

事務局より補助金申込受領通知書を組合
員経由で申請者様に返送

工事完了 組合員が事務局に完了を報告

申請者様に補助金振込完了通知書が届く

事務局にて受付後、振込手続

補助金の残額をご確認ください。

必ず、防水施工は関東防水管理事業
協同組合 組合員をご指定ください。

その他の条件があっているか、ご確
認ください。

申込書はホームページからダウン
ロードもしくは組合員から入手でき
ます。
建物主（申請者）様ご自身でご記入
いただく欄と施工組合員が記入する
欄がありますので、全て記入完了後、
必要書類を添えて組合員を通じてお
申し込みください。

事務局で申込内容を確認の上、条件
を満たしていれば、組合員を通じて、
補助金申込受領通知書を建物主（申
請者）様にお届けします。

この書類は、大切に保管願います。

工事完了後、組合員に補助金振込の
依頼をしてください。

実際の振込内容と相違が無いかご確
認ください。

５

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

組合員より申請書が事務局に届き受付Ⅲ

補助対象仕様を選定する
対象工法・断熱材・高反射塗料を
用いた仕様をご選定ください。

Ⅵ

組合員に振込日の連絡をします。



防水工法 以下の防水工法を採用すること
田島ルーフィング（株）防水工法
ガムクール、 ・・・改質アスファルトシート防水

常温自着工法
ポリマリット ・・・改質アスファルトシート防水

トーチ工法
ビュートップ ・・・塩化ビニル樹脂系合成高分子

ルーフィングシート防水
ロフティー ・・・勾配屋根防水

防水仕様 以下の仕様・製品のうちいずれかを採用すること
ガムクール、 ・・・改質アスファルトシート２層以上の仕様選定
ポリマリット ・・・改質アスファルトシート２層以上の仕様選定
ビュートップ ・・・ビュートップＺ ビュートップＨ 免振ディスク

いずれかを採用
ロフティー ・・・ロフティーを用いた仕様選定

※断熱・非断熱はどちらも採用可能

補助対象仕様を選定する

補助金の交付を受けるためには、以下の条件を 全て 満たしている仕様
で、防水改修を行なう必要があります。

６

Ⅰ

お手数ですが下記条件に仕様が合致しているか、ご確認ください。



防水施工者を組合員に指定する その１
補助金の交付を受けるためには、関東防水管理事業協同組合の組合員
による防水施工である必要があります。
工事施工者（契約業者）とのお打合せの際にその旨をお伝えください。

組合員リスト《東京２３区その１「あ」～「さ」》

８
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防水施工者を組合員に指定する その２

組合員リスト《東京２３区 その２「た」～「わ」》

９
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防水施工者を組合員に指定する その３

組合員リスト《東京都多摩・山梨》

１０
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防水施工者を組合員に指定する その４

組合員リスト《千葉・茨城》

１１

Ⅱ



防水施工者を組合員に指定する その５

組合員リスト《埼玉・栃木》

１２

Ⅱ



防水施工者を組合員に指定する その６

組合員リスト《群馬・長野・新潟》

１３
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防水施工者を組合員に指定する その７

組合員リスト《神奈川》

１４

Ⅱ

旭ポリマー㈱ TEL:044-933-1593 神奈川県川崎市多摩区中野島3-27-11

㈱アビコ工業 TEL:045-352-0716 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘2-27-12

㈱アルテック TEL:045-621-8917 神奈川県横浜市中区新山下2-12-43

㈱Ｒｅ． TEL:042-705-6901 神奈川県相模原市南区相模台7-17-7 和田ビル１階

㈱永和工業 TEL:046-835-6886 神奈川県横須賀市森崎1-19-3

㈱エスシープランニング TEL:046-838-5625 神奈川県横須賀市大矢部2-2-6

㈱エヌ・ケー TEL:045-372-5900 神奈川県横浜市旭区市沢町262-11 N・Kビル

㈱Ｋ２ TEL:046-860-0803 神奈川県横須賀市船越町8-7-12

㈱ケミテック TEL:045-921-2828 神奈川県横浜市旭区上川井町2202-1

㈱ケンショー工業 TEL:045-954-1670 神奈川県横浜市旭区白根5-20-14

㈱サカクラ TEL:045-753-5000 神奈川県横浜市磯子区岡村7-35-16

㈱神英興業 TEL:045-914-9393 神奈川県横浜市都筑区あゆみヶ丘5-8 神英ビル

㈱清谷商店 横浜営業所 TEL:045-861-8886 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町732-1

タシブ技研工業㈲ TEL:0465-82-2713 神奈川県足柄上郡大井町上大井965-3

中村瀝青工業㈱ 横浜支店 TEL:045-500-6601 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-14-9

㈱西尾産業 横浜支店 TEL:045-531-2403 神奈川県横浜市港北区新羽町289

日本防水工業㈱ 横浜営業所 TEL:045-540-1146 神奈川県横浜市港北区新羽町1808-1

ハタノ工業㈱ TEL:045-820-2332 神奈川県横浜市港南区芹が谷1-26-11

㈱富士防 TEL:046-830-5481 神奈川県横須賀市森崎1-19-18

㈱ホリプロジェクト TEL:044-750-8846 神奈川県川崎市宮前区菅生3-42-23

㈱マックス工業 TEL:042-779-7551 神奈川県相模原市緑区橋本4-20-19

㈱松山工業 TEL:044-244-4364 神奈川県川崎市川崎区本町2-10-8 EXTOL松山202

丸山工業㈱ TEL:045-364-6280 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-59 ﾖｺﾊﾏMﾋﾞﾙ4F

三星産業㈱ 横浜営業所 TEL:045-548-9861 神奈川県横浜市港北区新横浜3-22-4

㈱望月 TEL:046-241-7511 神奈川県厚木市飯山2116-14

㈱八代産業 TEL:045-314-8463 神奈川県横浜市西区浅間町4-350-2 ﾔｼﾛﾋﾞﾙ



防水施工者を組合員に指定する その８

組合員リスト《神奈川・静岡》

１５

Ⅱ



改修工事を発注する

補助金の交付を受けるためのその他の条件が合っているか、再度
ご確認ください。

工事種別

改修工事であることを条件とします。新築工事、改築工事、増築工事
などの改修工事以外の工事は補助対象外です。

補助金申請できる申請者

建物主の申し込みであることを条件とします。
区分所有建物の場合は管理組合、もしくは管理組合法人となります。
（住戸別の申請は原則できません）
法人の場合、申請手続者は代表者以外の担当者で可能ですが、補助金
振込口座は法人名義の口座となります。

補助金申請できる建物構造

ＲＣ造・Ｓ造・ＳＲＣ造・ＰＣａ造の建物であることを条件とします。

最低面積

３０㎡以上の申請であることを条件とします。
対象面積は、平面部断熱材施工面積となります。

注意

補助金の予算枠に達し次第、補助金申請申込を締め切りますので、
ご了承願います。

１６
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補助金申請書の申込 その１

防水工事業者と工事契約すると、補助金申請の申込が行えます。
（工事契約前は申込できません）

○補助金申請書の入手方法 入手方法は３つあります。

①関東防水管理事業協同組合ホームページからＰＤＦをダウンロード
できます。

https://www.kan-bo-kyo.or.jp

②関東防水管理事業協同組合に御用命頂くことで入手できます。

③バリュープラスキャンペーン推進事業係に、お電話で御用命頂く事
で入手できます。

申込書を郵送いたしますので、送り先をお知らせください。

連絡先

田島ルーフィング株式会社 内
関東防水管理事業協同組合 バリュープラスキャンペーン推進事業係

ＴＥＬ ０３－６８３７－８８８８
９：００～１７：００（土・日・祝日・メーカー休日は除く）

１７
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補助金申請書の申込 その２
サーモコントロール断熱改修推進事業 補助金申請書を組合のホームページ

等から揃えます。
補助金申請書、 （全４ページ）印刷されます。お申込時に必要な書類は
（１ページ・２ページ・３ページ）の３枚になります。

１８
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補助金申請書の申込 その３

○補助金申請書の記入方法

建物主（申請者）
様のご記入欄です。

関東防水管理事
業協同組合組合
員の記入欄です。

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

５

事務局使用欄で
すので、記入し
ないでください。

１９

Ⅲ

７

２０２０年１１⽉３０⽇

６

８

９



補助金申請書の申込 その４

２０

Ⅲ

○２枚目

注意事項にしたがって、
正確に補助金の振り込み

先となる振込口座情報を
ご記入ください。

! 振込口座情報が正しく記入されていないと入金されません。

（再度内容のご確認をよろしくお願いします。）

建物主（申請者）様
のご記入欄です。

氏名、建物名称を
ご記入下さい

８

９



補助金申請書の申込 その５

２１

Ⅲ

○３枚目

建物主（申請者）様
のご記入欄です。

同意事項について、必ず
お読みいただいたうえで、
内容にご同意いただける
場合は署名日とご氏名を

自署でご記入頂いた上で
ご捺印願います。
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補助金申請書の申込 その６

２２

Ⅲ

○同意事項について～その１

１．補助金の交付

バリュープラスキャンペーン推進事業の補助金交付対象は、関東防水管理事業協同組合事務局（以下、

「事務局」という）の示す要件を満たした断熱防水改修工事とします。

バリュープラスキャンペーン推進事業（以下、「本事業」という）の申請者とは、補助金交付対象と

なる建物の所有者であり、かつ本事業の補助金の申請書に建物主として記載された者をいいます。

本事業の補助金交付は、申請者が申請書および添付書類により交付申請を行い、当該交付申請情報が

事務局に到着し、事務局によって専用の登録システムに正しく入力・承認された後に、申請者により

登録された口座に補助金が振り込まれることにより行われます。

２．交付された補助金の訂正等

申請者に補助金交付された場合、事務局は申請者に対して事務局が定める方法により補助対象となる

面積と補助金額が記載された通知（以下、「交付通知」）を送付します。

交付内容に誤りがある場合は、申請者･事務局のいずれの責による場合でも、交付された補助金額を

本来の適正な金額に訂正する権利を事務局は有します。

３．登録内容の変更届出

申請者が事務局に通知した交付申請情報の個人データに変更が生じた場合、申請者は速やかに変更内

容を事務局に連絡するものとします。

申請者から上記連絡がない場合、事務局は当該申請者からの交付申請を無効とすることができるもの

とします。

４．交付申請の変更・キャンセル

申請者は既に行った交付申請の内容変更およびキャンセルはできません。万が一、交付申請の内容変

更・キャンセルが生じた場合、事務局の故意または重過失に起因する場合を除き、事務局は申請者に

対して補助金の返還に関する責任を負いません。

本事業のご利用に当たっては、次に挙げる同意事項ならびに注意事項
にご同意いただく必要があります。必ずお読みください。

→次ページへつづく



補助金申請書の申込 その７

２３

Ⅲ

○同意事項について～その２

５．申請対象建物の調査等

事務局は、本事業の適正な実施を図るため、申請者に対して必要に応じ電話による問い合わせや追加

書類の提出、申請対象建物への立ち入りを含めた現地調査に協力をお願いする場合があります。

上記調査等にご協力いただけない場合または上記調査等により本事業の補助金交付対象にならないこ

とが確認された場合、事務局は当該申請者に対する補助金の交付を停止、または返還を要求すること

ができるものとします。

６．免責

事務局は、申請者の故意または過失に起因して第三者により使用された補助金に関して、申請者に生

じた損害についての一切の責任を負いません。

７．個人情報の管理

事務局は事務局運営にあたり、申請者から提出された個人情報について、個人データへの不正アクセ

スや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直し

を継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。

また、事務局は申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。

８．事業の内容変更・終了

事務局は、本事業の終了またはその内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局

は、本事業の終了、停止、規約の変更などによって申請者に何らかの損害、不利益が生じた場合であ

っても、当該損害などが事務局の故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因するもの

でない限り、一切責任を追わないものとします。申請者は本規約の変更については、事務局が自らの

ホームページ等で変更内容を公表した後は、変更の事実およびその内容を承認したものとみなします。

※事務局は、本事業の予約申込または補助金交付申請について、取消等を行なう場合を含め、原則と

して一度提出いただいた申請書を申請者に返却いたしません。

※最新の事務局のホームページまたは印刷物等に記載された本規約の内容や事務局からの告知等の

内容は、すべて過去の規約や告知等の内容に優先するものとします。最新の規約や告知等の内容と

相違する従来の規約や告知等の内容は、最新の事務局のホームページまたは印刷物等に記載された

告知等の内容に改定されたものとみなします。

※申請に関して不明な点は申請の手引きをご参照ください。

○注意事項



補助金申請書の申込 その８

○補助金申請書の記入方法 ～ 申請者（建物主）欄

１ 申込日を記入
申込書を担当組合員に渡した日（申込日）をご記入ください。

この欄に記入してある申込日が事務局で取り扱う正式な申込日となります。

申請者（建物主）本人の氏名を記入
・管理組合法人の場合は、法人名とあわせて理事長などの氏名をご記入ください。

▼申請者が管理組合法人の場合の記入例

・法人でない管理組合、自治会の場合は、理事長など代表者の氏名をご記入くだ
さい。

▼申請者が法人でない管理組合、自治会の場合の記入例

・その他の法人の場合は、法人名とあわせて担当者の氏名をご記入ください。
▼申請者がその他の法人の場合の記入例

該当するいずれかにチェック
該当が不明な場合には、お手数ですが事務局までお問い合わせください。

申請者（建物主）本人の住所を記入
・住所は省略せずにご記入ください。

・共同住宅等の場合は、マンション・アパート名・部屋番号までご記入ください。
・法人の場合は、法人の所在地をご記入ください。

２

理事長印

代表者印

法人印 または 担当者印

３

４

２４

Ⅲ



補助金申請書の申込 その９

５ 申請する建物の名称を記入
・マンション、アパート、ビル名は省略せずにご記入ください。

申請する建物の住所を記入
・住所は省略せずにご記入ください。
・地番表示ではなく、住居表示でご記入ください。

工事施工者（工事契約者）の名称を記入
・補助対象となる断熱防水改修工事を含む工事契約をしている事業者の名称を
ご記入ください。

申請者（建物主）本人の氏名・建物の名称を記入
・再度ご記入ください。

補助金振込口座の記入
・振込先となる振込口座情報をご記入ください。

同意事項の記入
・記入年月日と建物主（申請者）様の署名・捺印をお願いします。

６

７

○補助金申請書の記入方法 ～ 申請者（建物主）欄

２５

Ⅲ

８

９

10



補助金申請書の申込 その１０

１ 予定工期を記入
・工事着手日は、実際に工事に着手した日、工事完了予定日は、申請時点での

工事完了予定日をご記入ください。

該当するいずれかをチェック
・木造は、補助対象外となります。

・改修工事以外（新築工事や増築工事など）は補助対象外となります。

設計事務所名及び担当者名を記入
・本改修物件の「設計指定者」とします。

申請する設計事務所の住所を記入
・住所は省略せずにご記入ください。
・地番表示ではなく、住居表示でご記入ください。

関東防水管理事業協同組合員名を記入、社印の捺印
・必ず、社印の捺印をお願いいたします。

工事をご担当する方の氏名を記入
・補助金申請の際、申請者との窓口となる方の氏名をご記入ください。
※ご記入いただいた担当者様あてに、各種書類を事務局から送付いたします。

組合員欄に日付を記入

該当する項目にチェックの上、仕様名・断熱材厚・
面積を記入
・面積は、小数点以下は全て切り上げでご記入ください。

工事が完了しましたら、工事完了年月日と契約届提
出・完了届提出を確認して事務局に完了報告

２

３

４

○補助金申請書の記入方法 ～ 組合員欄

５

６

２６

Ⅲ

８

７

９



補助金申請書の申込 その１１

○補助金申請書の提出方法

補助金申請書（１・２・３・４ページ／全４ページ）、の中の補助
金申請書（１・２・３ページ）の必要事項が全て記入されているこ
とを確認したうえで、工事担当の関東防水管理事業協同組合員に下
記書類をご提出願います。

① 補助金申請書

② 添付書類（詳細はＰ３）
下記の該当書類を添付します。

《個人の場合》
本人確認ができる書類のコピー・・・１部

《管理組合法人・その他の法人の場合》
商業登記の現在事項証明書 または 履歴事項証明書のコピー

・・・１部

《法人でない管理組合、自治会の場合》
現在の理事長などの管理者の選任に関する決議のある総会等の
議事録のコピーもしくはそれに準ずる書類のコピー・・・１部

注意

○提出書類は控えとして、必ずコピーをお持ちください。

２７

Ⅲ

!



補助金申請書の申込 その１２

補助金申請書（１・２・３・４ページ／全４ページ）、印刷の中の
補助金申請書（１・２・３ページ）の必要事項が全て記入されてい
ることを確認したうえで、工事担当の関東防水管理事業協同組合員
にご提出願います。

２８

Ⅲ



補助金申込受領通知書の返送

連絡先
田島ルーフィング株式会社 内

関東防水管理事業協同組合 バリュープラスキャンペーン推進事業係

ＴＥＬ ０３－６８３７－８８８８
９：００～１７：００（土・日・祝日・メーカー休日は除く）

「バリュープラスキャンペーン推進事業 補助金申込受領通書」
がお手元に届きましたら内容をご確認のうえ、申込した内容と相違
が無いかご確認ください。
不明の点、相違がある場合は、下記までご連絡ください。

なお、「バリュープラスキャンペーン推進事業 補助金申込受領
通書」は、大切に保管願います。

２９

Ⅳ



工事完了後 補助金振込依頼Ⅴ

３０

○補助金振込依頼
工事が完了しましたら、組合員に補助金振込の依頼をしてください。

組合員が確認



補助金振込完了通知書が届く

事務局で補助金申込内容を確認のうえ、条件を満たしていた場合
は、補助金を指定の口座に振り込んだうえで、組合員を通じて
「補助金振込完了通知書」をお届けいたします。

「補助金振込完了通知書」の内容と実際の振込内容をご確認の
うえ、相違が無いかご確認ください。
不明の点、相違がある場合は、下記までご連絡ください。

３１

Ⅵ

連絡先
田島ルーフィング株式会社 内

関東防水管理事業協同組合 バリュープラスキャンペーン推進事業係

ＴＥＬ ０３－６８３７－８８８８
９：００～１７：００（土・日・祝日・メーカー休日は除く）


